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衆
議
院
議
員
岡
本
充
功
君
提
出
メ
キ
シ
コ
で
発
生
し
て
い
る
豚
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
世
界
保
健
機
関
に
よ
る
フ
ェ
ー
ズ
四
宣
言
を
踏
ま
え
、
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
八
日
に
感
染

症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
六
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
が
発
生
し
た
こ
と
を
宣
言
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
後
、

じ
ゃ
っ

同
月
三
十
日
に
、
世
界
保
健
機
関
が
フ
ェ
ー
ズ
五
へ
の
引
上
げ
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
惹
起

す
る
可
能
性
は
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
発
生
段
階
と
し
て
は
、
平
成
二
十
一
年
五
月
八
日
正
午
現
在
、
「
第
一
段
階
」
（
海
外
発
生
期
）
に
あ

る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
よ
う
に
「
豚
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
人
に
感
染
す
る
可
能
性
は
政
府
と
し
て
は
鳥
に
比
べ
て
低

い
と
考
え
て
い
た
」
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
御
指
摘
の
豚
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
以
下
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
」
と
い
う
。

）
が
人
か
ら
人
に
感
染
す
る
事
態
と
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
く
、
お
答
え
す
る

一



こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

ま
た
、
国
内
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
豚
に
お
い
て
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
感
染
が
疑
わ
れ
た
事
例
と
し
て
は
、
平
成
十
七
年
度
に

三
検
体
（
す
べ
て
Ｈ
一
Ｎ
一
亜
型
）
、
平
成
十
八
年
度
に
四
検
体
（
Ｈ
一
Ｎ
二
亜
型
、
Ｈ
三
亜
型
）
、
平
成
十
九
年
度
に
三

検
体
（
Ｈ
一
亜
型
、
Ｈ
三
Ｎ
二
亜
型
）
の
事
例
が
あ
る
。

三
に
つ
い
て

平
成
二
十
一
年
五
月
八
日
正
午
現
在
、
米
国
に
お
い
て
、
日
本
人
一
名
が
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
感
染
し
た
と
の
情
報

が
あ
る
。
ま
た
、
国
内
に
お
い
て
感
染
が
疑
わ
れ
る
事
例
と
し
て
、
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
師
の
届
出
が

行
わ
れ
た
事
例
が
十
一
例
あ
っ
た
ほ
か
、
検
疫
の
際
に
感
染
が
疑
わ
れ
る
事
例
と
し
て
、
検
疫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第

二
百
一
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
検
査
が
行
わ
れ
た
事
例
が
四
例
あ
る
。
政
府
と
し
て
は
、
現
在
、
御
指
摘
の
情
報

収
集
の
ほ
か
、
在
外
公
館
を
通
じ
、
各
国
政
府
当
局
等
か
ら
の
情
報
収
集
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の
「
新
型
ウ
イ
ル
ス
系
統
調
査
・
保
存
事
業
」
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
新
型
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
を
対
象
と
し
て
は
、
実
施
さ
れ
て
い
な
い
。

さ
ら
に
、
御
指
摘
の
「
疑
い
症
例
調
査
支
援
シ
ス
テ
ム
」
に
つ
い
て
は
、
法
第
十
二
条
第
一
項
に
基
づ
き
医
師
に
よ
る
届

二



出
が
行
わ
れ
た
事
例
に
つ
い
て
、
既
に
同
シ
ス
テ
ム
に
登
録
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
へ

の
感
染
が
疑
わ
れ
た
事
例
に
係
る
臨
床
情
報
、
疫
学
情
報
等
に
つ
き
、
地
方
自
治
体
の
職
員
等
の
間
で
情
報
の
共
有
が
行
わ

れ
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

平
成
二
十
一
年
五
月
八
日
現
在
、
空
港
や
港
等
に
お
け
る
掲
示
の
ほ
か
、
外
務
省
及
び
在
外
公
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
並
び

に
メ
ー
ル
サ
ー
ビ
ス
等
を
通
じ
、
メ
キ
シ
コ
へ
の
渡
航
予
定
者
に
対
し
、
事
態
が
沈
静
化
す
る
ま
で
の
間
、
不
要
不
急
の
渡

航
は
延
期
す
る
よ
う
呼
び
掛
け
る
と
と
も
に
、
メ
キ
シ
コ
以
外
で
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
感
染
が
確
認
さ
れ
た
国
・
地
域

へ
の
渡
航
予
定
者
に
対
し
て
も
、
渡
航
先
の
感
染
状
況
等
に
つ
い
て
最
新
の
情
報
を
入
手
し
、
十
分
注
意
す
る
よ
う
注
意
喚

起
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
海
外
に
滞
在
し
て
い
る
邦
人
に
対
し
て
は
、
メ
キ
シ
コ
等
に
お
け
る
感
染
状
況
に
つ
い
て
情
報
提
供
を
行
い
、
感

染
防
止
対
策
等
に
努
め
る
よ
う
注
意
喚
起
を
行
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
関
係
省
庁
に
相
談
窓
口
を
設
置
し
、
発
生
国
・
地
域
へ
渡
航
を
予
定
し
て
い
る
方
や
現
地
に
滞
在
し
て
い
る
方

等
か
ら
の
相
談
に
応
じ
て
い
る
。

三



五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
等
に
つ
い
て
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
重
篤
性
等
も
勘
案
し
、
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
を
中
断
し
て
御
指
摘
の
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
に
切
り
替
え
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
行
う
こ
と
と
な
る
が
、

現
時
点
で
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
ウ
イ
ル
ス
の
性
質
等
に
つ
い
て
の
情
報
が
不
十
分
で
あ
る
た
め
、
お
尋
ね
の
ワ
ク

チ
ン
の
製
造
・
開
発
の
予
定
、
接
種
可
能
時
期
等
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
抗
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
薬
の
放
出
の
時
期
及
び
方
法
並
び
に
予
防
投
与
の
開
始
時
期
に
つ
い
て
は
、
基
本

的
に
、
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
従
い
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
重
篤
性
等
も
踏
ま
え
つ
つ
、

対
応
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
が
、
実
際
に
、
予
防
投
与
を
開
始
す
る
場
合
の
対
象
者
や
順
位
に
つ
い
て
は
、

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
重
篤
性
や
法
第
十
五
条
に
基
づ
く
調
査
の
結
果
等
を
踏
ま
え
て
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
て

い
る
。

さ
ら
に
、
お
尋
ね
の
薬
の
提
供
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
行
動
計
画
」
に
基
づ
き
、
平

成
二
十
一
年
四
月
一
日
現
在
、
リ
ン
酸
オ
セ
ル
タ
ミ
ビ
ル
（
タ
ミ
フ
ル
）
を
三
千
三
百
万
人
分
、
ザ
ナ
ミ
ビ
ル
水
和
物
（
リ

レ
ン
ザ
）
を
二
百
六
十
八
万
人
分
を
備
蓄
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
、
体
制
整
備
を
図
っ
て
い
く
こ
と
と
し
て

四



い
る
。

六
に
つ
い
て

御
指
摘
の
施
設
に
つ
い
て
は
、
検
疫
法
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
停
留
を
行
う
た
め
、
平
成
二
十
一
年
五
月

五
日
現
在
、
成
田
空
港
周
辺
に
四
百
二
十
九
人
分
、
中
部
国
際
空
港
周
辺
に
二
百
三
十
一
人
分
、
関
西
国
際
空
港
周
辺
に
百

三
十
二
人
分
の
個
室
を
確
保
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
新
た
に
接
触
者
を
増
や
さ
な
い
環
境
下
で
の
入
院
治
療
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
病
床
」
が
何
を
指
す

の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
と
し
て
、
平
成
二
十
一
年
三
月
末
時
点
で
、
特
定
感
染

症
指
定
医
療
機
関
に
八
床
、
第
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
に
六
十
一
床
、
第
二
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
に
一
万
五
百
三

十
七
床
の
病
床
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
す
べ
て
の
都
道
府
県
に
お
い
て
御
指
摘
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
を
策
定
し
て
い
る
が
、
市
区
町
村
の

中
に
は
策
定
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
と
承
知
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
市
区
町
村
に
対
し
て
は
、
都
道
府
県
を
通
じ
、
マ

ニ
ュ
ア
ル
等
を
策
定
す
る
よ
う
指
導
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
指
導
を
徹
底
し
て
ま
い
り
た
い
。

五



八
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
行
動
計
画
」
に
基
づ
き
、
毎
月
、
業
界
団
体
や
製
造
販
売
業
者
に

対
し
、
衛
生
資
材
等
の
状
況
に
つ
い
て
の
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
調
査
結
果
に
よ
る
と
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
時

点
で
、
調
査
対
象
の
製
造
販
売
業
者
の
在
庫
は
、
一
般
用
の
不
織
布
マ
ス
ク
が
約
五
千
百
八
十
二
万
枚
、
速
乾
性
擦
式
手
指

消
毒
薬
が
約
三
百
九
十
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
と
な
っ
て
い
る
。

九
に
つ
い
て

我
が
国
の
メ
キ
シ
コ
か
ら
の
豚
肉
の
輸
入
量
は
、
平
成
二
十
年
度
の
速
報
値
で
は
約
五
万
八
千
百
ト
ン
で
あ
る
。

ま
た
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
ウ
イ
ル
ス
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
、
そ
の
性
質
等
が
解
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
お
尋

ね
の
感
染
の
可
能
性
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

六


